
Type　H

現　行

国負担金なし

Type　Ｍ

国負担金あり 国

国負担金なし

Type　H

州 市町村
現　行

国補助金なし

Type　Ｍ

国補助金あり

州 市町村

国補助金なし

Type　H

現　行

Type　Ｍ

市
町
村

国

［重複型］

（３）産業振興

【Ｔｙｐｅ　Ｍ】
原則として、州に一元化して実施。
地域に密着した振興策については、市町村が実施。

【Ｔｙｐｅ　Ｍ】
国は、国が本来定めるべき基準の設定に重点化し、市町村が
企画立案から管理執行までを一貫して担う。また、州が小中高
学校を設置することを妨げない。

【Ｔｙｐｅ　Ｍ】
国は基幹的ネットワークに係る道路のみを整備するとともに、
全国の道路交通網に係る基礎的事項や計画、道路構造令を
策定。
州及び市町村は国の計画等にかかわらず整備。

【現行】
役割分担が法令上、一の主体に専属させられておらず、国と都
道府県・市町村がそれぞれ実施。

【現行】
国が全国の道路交通網にかかる基礎的事項や計画、道路構
造令を策定。大規模、効果が広範囲なもの等を国が、それ以
外を都道府県・市町村が実施。

【Ｔｙｐｅ　Ｈ】
一元的に州が実施。州

【現行】
国が全国一律の基準を定め、これに従って、都道府県・市町村
が実施。

［分担型・重層型］ 【Ｔｙｐｅ　Ｈ】
国は全国の道路交通網にかかる基礎的事項や計画を策定す
るのみ。
州及び市町村は、国の計画等にかかわらず整備。

市町村

（２）道路

［重層型］

国

都道府県・市町村

現行制度とType H，Type Mの違いのイメージ

（１）教育（小中高校）

州

市
町
村

国

【Ｔｙｐｅ　Ｈ】
州が教育制度を制定し、自ら執行。

都
道
府
県

州

州

国・州・市町村の役割分担の考え方

国

国

市
町
村国

都
道
府
県

国
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